
昨
年
十
月
か
ら
港
区
独
自
の
介
護
保
険
料
・
利
用
料
の
軽
減
を
実
施
を
決
め
、
二
月
二

十
八
日
ま
で
、
そ
の
申
請
を
受
け
付
け
中
で
す
。

党
区
議
団
は
、
代
表
質
問
な
ど
機
会
あ
る
ご
と
に
減
免
制
度
の
実
施
を
要
求
し
て
き
ま

し
た
。
ま
た
、
党
区
議
団
は
、
昨
年
の
第
一
回
定
例
区
議
会
に
「
減
免
条
例
」
提
案
を
準

備
し
、
各
会
派
に
協
力
を
要
請
す
る
な
ど
、
だ
れ
も
が
安
心
で
き
る
介
護
保
険
に
す
る
た

め
が
ん
ば
っ
て
き
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
四
団
体
か
ら
「
減
免
制
度
を
求
め
る
請
願
」
（
継
続
扱
い
中
）
が
提
出
さ

れ
る
な
ど
運
動
が
広
が
り
ま
し
た
。

「
減
免
は
実
施
し
な
い
」
と
言
い
続
け
た
区
長
の
態
度
を
変
え
さ
せ
た
の
は
、
区
民
の

み
な
さ
ん
と
党
区
議
団
の
運
動
の
成
果
で
す
。

第
一
号
保
険
者
（
六
五
才
以
上
）
の
方
で
所
得
段
階
が
第
二
段
階
の
人
（
世
帯
全
員
の

区
民
税
が
非
課
税
）
で
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
で
す
。

①
世
帯
の
収
入
額
が
生
活
保
護
基
準
額
の
概
ね
一
・
一
五
倍

一
人
世
帯

約
１
１
３
万
円
（
年
間
収
入
）

二
人
世
帯

約
１
７
０
万
円
（
年
間
収
入
）

②
預
金
額
が
三
百
万
円
以
下
、

③
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

④
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
人
。

保
険
料
は
月
額
二
千
二
百
九
十
円
を
軽
減
し
千
五
百
二
十
円
と
第
一
段
階
と
同
額
の
保

険
料
に
な
り
ま
す
。

利
用
料
は
一
ケ
月
当
た
り
一
万
五
千
円
（
第
一
段
階
の
負
担
上
限
額
）
を
超
え
、
二
万

四
千
六
百
円
（
第
二
段
階
の
負
担
上
限
額
）
以
下
の
負
担
分
に
つ
い
て
二
分
の
一
の
助
成

（
最
高
額
四
千
八
百
円
）
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
二
万
四
千
六
百
円
を
越
え
た

分
は
、
全
額
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

現
在
申
請
受
付
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
二
月
二
十
八
日
ま
で
が
受
付
期
間
で
す
。

制
度
が
複
雑
で
す
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

し
か
し
、
今
回
の
軽
減
策
の
対
象
者
は
第
二
段
階
の
ご
く
一
部
の
人
の
み
で
、
区
の
推

計
で
も
六
百
人
程
度
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
予
算
規
模
も
八
百
万
円
程
度
で
す
。

党
区
議
団
は
、
生
活
実
態
や
、
介
護
実
態
に
見
合
う
軽
減
策
の
実
現
に
む
け
、
み
な
さ

ん
と
ご
一
緒
に
運
動
を
す
す
め
て
い
き
ま
す
。

みなさんと党区議団の運動で
第２ランク（一定の要件を満たす）の軽減策実介護保険

介
護
保
険
料
・
利
用
料
の
軽
減
の
申
請
受
付
中

保
険
料
軽
減
の
対
象
に
な
る
人
は
、

〔
保
険
料
〕

〔
利
用
料
〕

実
態
に
見
合
う
減
免
制
度
の
実
現
を

減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要


